
亀 山 市 告 示 第 ８ ３ 号  

 亀 山 市 道 路 環 境 美 化 ボ ラ ン テ ィ ア 推 進 事 業 実 施 要 綱 を 次 の

よ う に 定 め る 。  

  平 成 ２ ４ 年 ３ 月 ２ ７ 日  

亀 山 市 長  櫻  井  義  之  

 

亀 山 市 道 路 環 境 美 化 ボ ラ ン テ ィ ア 推 進 事 業 実 施 要 綱  

 

(目 的 )  

第 １ 条  こ の 告 示 は 、 道 路 法 （ 昭 和 ２ ７ 年 法 律 第 １ ８ ０ 号 。

以 下 「 法 」 と い う 。） 第 １ ６ 条 の 規 定 に よ り 市 が 管 理 す る 道

路 の 里 親 の ボ ラ ン テ ィ ア に よ る 環 境 美 化 活 動 （ 以 下 「 環 境

美 化 活 動 」 と い う 。） を 支 援 す る こ と に よ り 、 道 路 環 境 に 対

す る 市 民 意 識 の 高 揚 を 図 り 、 も っ て 市 民 等 と 市 と が 協 働 し

て 美 し い 道 路 環 境 の 創 出 を 図 る こ と を 目 的 と す る 。  

 （ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 告 示 に お い て 「 里 親 」 と は 、 次 に 掲 げ る も の の

う ち 、 ２ 人 以 上 で ボ ラ ン テ ィ ア に よ る 環 境 美 化 活 動 を 行 う

も の を い う 。  

（ １ ） 市 内 に 住 所 を 有 す る 者  

（ ２ ） 市 内 で 活 動 す る 団 体  

（ ３ ） 市 内 で 事 業 活 動 を 行 う 団 体  

（ 申 出 ）  

第 ３ 条  こ の 事 業 に 参 加 し よ う と す る も の は 、 里 親 と し て 環

境 美 化 活 動 を 行 お う と す る 道 路 に お け る 活 動 区 域 及 び 代 表

者 を 定 め 、 道 路 里 親 環 境 美 化 活 動 等 申 出 書 （ 様 式 第 １ 号 ）

に 、 道 路 里 親 構 成 員 名 簿 （ 様 式 第 ２ 号 ） を 添 付 し て 市 長 に

提 出 す る も の と す る 。  

２  前 項 の 場 合 に お い て 、 複 数 の も の に よ る 同 一 の 道 路 を 活

動 区 域 と す る 申 出 が あ っ た と き は 、 当 該 申 出 を 行 っ た も の



相 互 が 協 議 の う え 、 そ れ ぞ れ が 申 し 出 る こ と が で き る 。  

（ 合 意 等 ）  

第 ４ 条  市 長 は 、 前 条 の 申 出 書 を 受 理 し た 場 合 は 、 そ の 内 容

を 審 査 し 、 適 当 と 認 め た と き は 、 当 該 申 出 書 を 提 出 し た も

の を 道 路 の 里 親 と し て 、 当 該 里 親 と 道 路 里 親 環 境 美 化 活 動

合 意 書 （ 様 式 第 ３ 号 ） を 取 り 交 わ す も の と す る 。  

２  里 親 の 代 表 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 合 意 の 後 に 、 活 動 区

域 、 里 親 構 成 員 等 合 意 に 係 る 内 容 に 変 更 が あ っ た 場 合 は 、

里 親 の 代 表 者 は 、速 や か に 市 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。 

３  第 １ 項 の 規 定 に よ る 合 意 を し た 里 親 の 代 表 者 は 、毎 年 度 、

環 境 美 化 活 動 の 終 了 後 そ の 翌 年 度 の ４ 月 末 日 ま で に 、 活 動

内 容 に 関 す る 活 動 報 告 書 （ 様 式 第 ４ 号 ） を 作 成 し 、 必 要 な

書 類 を 添 え て 市 長 に 提 出 す る も の と す る 。  

（ 活 動 の 中 止 ）  

第 ５ 条  里 親 は 、里 親 と し て 環 境 美 化 活 動 を 中 止 す る 場 合 は 、

道 路 里 親 環 境 美 化 活 動 中 止 届 （ 様 式 第 ５ 号 ） に よ り 市 長 に

届 け 出 る も の と す る 。  

(合 意 の 解 消 )  

第 ６ 条  市 長 は 、 里 親 が 次 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は 、 道

路 里 親 環 境 美 化 活 動 合 意 解 消 通 知 書（ 様 式 第 ６ 号 ）に よ り 、

そ の 合 意 を 解 消 す る も の と す る 。  

（ １ ） 活 動 の 内 容 が 合 意 し た 内 容 と 異 な る 場 合  

（ ２ ） 法 令 に 違 反 す る 活 動 を 行 っ た 場 合  

（ ３ ） 前 ２ 号 に 掲 げ る 事 項 の ほ か 、 里 親 と し て 適 当 で な い と

認 め た 場 合  

２  市 長 は 、 里 親 が 活 動 を 行 う 道 路 に つ い て 、 市 の 事 業 等 に

よ り 使 用 す る 必 要 が 生 じ た 場 合 は 、 当 該 里 親 と の 合 意 を 解

消 す る こ と が で き る 。  

 (里 親 の 役 割 )  

第 ７ 条  里 親 は 、次 に 掲 げ る 環 境 美 化 活 動 を 行 う も の と す る 。 



（ １ ） 落 葉 、 空 き 缶 、 吸 い 殻 等 の ご み の 収 集  

（ ２ ） 除 草 並 び に 草 花 の 植 栽 及 び 管 理  

（ ３ ） 花 壇 の 設 置  

（ ４ ） 樹 木 の 損 傷 、 不 法 投 棄 等 に 関 す る 情 報 提 供  

（ ５ ） そ の 他 道 路 の 環 境 美 化 に 資 す る 活 動  

２  里 親 は 、 前 項 の 環 境 美 化 活 動 に よ り 収 集 し た ご み 等 に つ

い て 、 協 議 の う え 、 市 長 の 指 示 す る 方 法 に よ り 処 理 す る も

の と す る 。  

３  里 親 は 、 第 １ 項 第 ３ 号 の 活 動 に 当 た っ て は 、 次 の こ と に

留 意 し な け れ ば な ら な い 。  

（ １ ） 花 壇 を 設 置 す る こ と に つ い て 、 法 第 ３ ２ 条 第 １ 項 の 許

可 を 受 け る こ と 。  

（ ２ ） 活 動 の 中 止 及 び 合 意 の 解 消 に よ り 里 親 で な く な っ た と

き は 、 自 己 の 責 任 に お い て 花 壇 を 解 体 し 、 及 び 撤 去 し て

道 路 の 原 状 回 復 を 行 う こ と 。  

４  里 親 は 、 そ の 活 動 に お い て 事 故 等 が 発 生 し た 場 合 に は 、

速 や か に 市 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

 (市 長 の 役 割 )  

第 ８ 条  市 長 は 、 里 親 に 対 し 、 予 算 の 範 囲 内 に お い て 、 次 に

掲 げ る 事 項 を 行 う も の と す る 。  

（ １ ） 環 境 美 化 活 動 に 必 要 な 清 掃 用 具 等 の 支 給 又 は 貸 与  

（ ２ ） 里 親 名 を 表 示 し た 掲 示 板 の 設 置  

（ ３ ） ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 保 険 の 加 入  

（ ４ ） そ の 他 環 境 美 化 活 動 に 必 要 な 事 項  

 （ 清 掃 用 具 の 貸 与 等 ）  

第 ９ 条  里 親 は 、 前 条 第 １ 号 の 支 給 又 は 貸 与 を 受 け よ う と す

る と き は 、 清 掃 用 具 等 貸 与 等 願 書 （ 様 式 第 ７ 号 ） を 市 長 に

提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  市 長 は 、前 項 の 清 掃 用 具 等 貸 与 等 願 書 を 受 理 し た 場 合 は 、

そ の 内 容 を 審 査 し 、 適 当 と 認 め た と き は 、 清 掃 用 具 等 を 支



給 し 、 又 は 貸 与 す る も の と す る 。  

 （ 感 謝 状 ）   

第 １ ０ 条  市 長 は 、 里 親 の 環 境 美 化 活 動 が 特 に 優 れ て い る と

認 め ら れ る 場 合 は 、 当 該 里 親 に 感 謝 状 を 贈 呈 す る こ と が で

き る も の と す る 。  

 （ 里 親 の 募 集 ）  

第 １ １ 条  市 長 は 、 里 親 に よ る 環 境 美 化 活 動 が 必 要 な 道 路 を

調 査 し 、 及 び 必 要 な 活 動 を 定 め て 、 当 該 道 路 の 里 親 を 募 集

す る も の と す る 。  

 （ 庶 務 ）  

第 １ ２ 条  事 業 に 関 す る 庶 務 は 、 維 持 管 理 室 に お い て 処 理 す

る 。  

 (そ の 他 )  

第 １ ３ 条  こ の 告 示 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 は 、 市

長 が 別 に 定 め る 。  

附  則  

こ の 告 示 は 、 平 成 ２ ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  


